
 

 
 

支払基金統一事例 

【 医学管理等 】 

 

３１４ 喘息性気管支炎に対する小児特定疾患カウンセリング料の算定につ

いて 

 

《令和６年１０月３１日》 

 

○ 取扱い 

 

喘息性気管支炎に対するＢ001「４」小児特定疾患カウンセリング料の算定

は、原則として認められない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、厚生労働省通知※に

「身体表現性障害（小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が

心身症と判断される場合は対象となる。）の患者」等と示されている。 

喘息（気管支喘息）は、アレルギーに起因し、反応性に気道の過敏や狭窄等

をきたす疾患である。 

一方、喘息性気管支炎は、ウイルスや細菌により気管に炎症が起こる急性気

管支炎の一種であり、身体表現性障害の患者であるとはいえない。 

以上のことから、喘息性気管支炎に対するＢ001「４」小児特定疾患カウン

セリング料の算定は、原則として認められないと判断した。 

ただし、心身症と判断される場合はこの限りでない。 

 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 
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